
豊
橋
市
農
業
委
員
会
と

意
見
交
換
会
を
行
い
ま
し
た

１
月
22
日
火
・
豊
橋
市
役
所

　

意
見
交
換
会
に
は
、
田
原
市
農
業
委
員

会
委
員
23
名
、
豊
橋
市
農
業
委
員
会
委
員

21
名
の
、
計
44
名
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

こ
の
会
で
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
対
す
る
働
き

か
け
や
、
農
業
委
員
会
活
動
の
透
明
性
へ

の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
、
委
員
か
ら
活
発

な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。

家
族
で
経
営
状
況
の
見
直
し
を
！

家
族
経
営
協
定
調
印
式
を
開
催

２
月
18
日
月
・
田
原
市
役
所

　

今
年
度
新
た
に
22
世
帯
の
農
業
を
営
む

ご
家
族
が
、「
家
族
経
営
協
定
」
を
締
結

し
ま
し
た
。
こ
の
協
定
は
、「
経
営
方
針
」

「
営
農
計
画
」「
役
割
分
担
」「
収
益
の
配
分
」

「
働
き
や
す
い
就
業
条
件
」「
将
来
の
経
営

移
譲
」
な
ど
を
家
族
間
で
十
分
に
話
し
合

い
、
取
り
決
め
る
も
の
で
す
。

　

家
の
経
営
状
況
を
あ
ら
た
め
て
話
し
合

い
、
結
ん
だ
協
定
内
容
を
「
協
定
書
」
と

し
て
文
書
に
記
す
こ
と
で
、
家
族
ひ
と
り

一
人
の
自
覚
を
高
め
、
意
欲
的
に
経
営
に

参
加
す
る
き
っ
か
け
と
な
り
ま
す
。

農
地
の
無
断
転
用
は
ダ
メ
！

優
良
な
農
地
を
守
り
ま
し
ょ
う

　

農
地
を
農
地
以
外
の
目
的
に
無
断
で
利

用
（
無
断
転
用
）
さ
れ
て
い
る
事
例
が
多

数
発
生
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
農
地
法
違

反
に
な
り
、
無
断
転
用
し
た
方
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
農
地
所
有
者
も
罰
則
の
対
象

と
な
り
ま
す
。
違
反
し
た
場
合
は
、
３
年

以
下
の
懲
役
ま
た
は
３
０
０
万
円
（
法
人

の
場
合
は
１
億
円
）
以
下
の
罰
金
と
い
う

罰
則
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

農
業
委
員
会
で
は
、
農
地
の
無
断
転
用

の
防
止
と
、
優
良
な
農
地
を
守
る
た
め
、

随
時
、
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
て
い

ま
す
。農

地
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

Q
耕
作
し
や
す
い
よ
う
に
と
、
お
互
い
の

農
地
を
交
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す

が
、
ど
ん
な
手
続
き
が
必
要
で
す
か
。

A
交
換
す
る
農
地
ご
と
に
、
両
者
が
農
地

法
第
３
条
の
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
許
可
を
受
け
る
要
件
は
、
①

す
べ
て
の
農
地
に
つ
い
て
耕
作
し
て
い
る

こ
と
②
常
時
、
農
作
業
に
従
事
し
て
い

る
こ
と
③
交
換
後
の
農
地
面
積
（
所
有

地
と
借
入
地
の
合
計
面
積
）
が
50
ア
ー

ル
以
上
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
す
。
ま
た
、

そ
の
他
の
要
件
も
あ
り
、
そ
の
す
べ
て

に
合
致
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
の
で
、

詳
し
く
は
農
業
委
員
会
事
務
局
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◦各種申請の締切日をお知らせします

申請・届出の種類 締切日

農地法第３条許可申請≪農地の売買・賃貸借など≫ 毎月５日（閉庁日の場合は翌日）

農地法第４条許可申請≪農地の転用≫ 毎月５日（閉庁日の場合は翌日）

農地法第５条許可申請≪転用目的の売買・賃貸借など≫ 毎月５日（閉庁日の場合は翌日）

農地法第４条届出≪市街化区域内の転用≫ 随時

農地法第５条届出≪市街化区域内の転用目的の売買・賃貸借など≫ 随時

農用地利用集積計画の申出 毎月25日（閉庁日の場合は翌日）
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